
ご提出して頂く図書 ( 確認申請書・設計図書・計算書等 ) は下記の通りになりますので、事

前にご確認下さい。尚、不明な点がございましたら担当までご連絡ください。
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工作物（看板）提出書類概要
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確認申請受付票 ホームページ　⇒　書類ダウンロード　⇒　「確認申請受付票」01

・用紙上部（2重線より上の部分）の項目に記入して 1部提出ください。

築造計画概要書 ホームページ　⇒　書類ダウンロード　⇒　「築造計画概要書」02

・【6. 工作物の概要】【ロ . 高さ】の後の空欄に構造種別を追記願います。

　（概要書には申請書と違い、構造の項目がないために別途追記をお願いします。）

・第二面の『付近見取り図』及び『配置図』は別紙添付として A3 で 2 枚でも可能です。（A4 で 2 枚でも可能）

　→その際は、第二面原本に『別紙参照』と記載ください。

・1部提出ください。

・確認申請書と文言を合わせてください。

確認申請書 ホームページ　⇒　書類ダウンロード　⇒　「確認申請書（擁壁、広告塔等）」03

・【10. 備考】に「物件名称」、「用途地域」、「防火指定の有無」を記載願います。

関係企業等確認書 ホームページ　⇒　書類ダウンロード　⇒　「関係企業等確認書」06

・□設計者にチェックを願います。

・設計者の氏名を記載し押印願います。

・申請地は地名地番で記載願います。

・□各申請書にチェックを願います。

・1部提出ください。

許可書類07

・建築基準関係規定（令 9条 2 号）⇒屋外広告物法 4条により許可書の写しの添付をお願いします。

・FAX でも受け付けております。許可がおりしだい送信ください。

　→写しの確認をもって本受付に切替いたします。
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屋外広告物許可書の写し、道路占用許可書の写し



・壁面広告物、屋上広告物の申請の場合は、既存建物の検査済証の写しの添付願います。

施工計画書08

・ケミカルアンカーを使用するそで看板の場合のみ必要になります。使用しない場合はとばしてお読みください。

・施工計画書 又は 施工要領書を添付ください。

引張試験結果09

・確認申請時に引張り試験結果があれば添付願います。

　（既存アンカー使用の場合で、先に試験を行っている場合該当）

・完了検査時に「引張り試験結果」、「施工結果報告書」の写しを検査員に確認させてください。

図書10

・付近見取り図（案内図）

　方位、縮尺、道路、付近の目標物、最寄駅を記載ください。

　→一般的に縮尺は、1/1500 ～ 1/2000 が主流です。

　→敷地の形状を表記願います。

・配置図

　方位、縮尺、道路、敷地境界線、敷地内における工作物の位置（境界線からの寸法表記）、申請に係る工作物と

　他の建築物及び工作物との別、敷地の高低差、工作物の各部分の高さ

　→独立看板でターボリンライト等が向きによって、境界線からでてしまう場合がございます。ご注意ください。

　→概要書の配置図で境界線の名称や他の文字がつぶれて見えにくくなる場合は、A3 や A4 にして頂いてけっこ

　　うです。その際は、縮尺にご注意ください。

　→道路幅員を記載してください。
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既存建物検査済証の写し

図面



・姿図

　縮尺、主要部分の材料の種別及び寸法、工作物の各部の高さ、防火指定の有無

　→防火地域であって、大臣認定の不燃材料を使用する場合は、認定番号を記載願います。

　→溶接符号を記載ください。（現場溶接の有無をご確認ください。）

　→コンクリートの品質管理強度の記載を願います。

　→設計地耐力の記載願います。

　→地盤改良、ラップル及び砕石置換などを行う場合は、その旨記載ください。

　※改良層の厚さによって、重量の増加がかなりある場合にあっては、下部層の支持力度の検討を添付ください。

・構造設計標準仕様書

　→コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法

　→コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

　→構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別

　→支持地盤の種別及び位置（SS 試験の場合も近隣データ等から、推定する地層の名称を記載ください。）

　→基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置

　※柱状図に基礎姿図の記載願います。KBMと設計 GL との差、基礎下端までの寸法の記載も併せて願います。

　→長期許容支持力度の記載

・鉄筋コンクリート構造配筋標準図（1）

　→鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法

　→鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ

・鉄骨構造標準図（1）

　→構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法

・接地圧の設計は、偏心を考慮してください。

・SS 試験データでの設計を行う場合で自沈する層が存在する場合にあっては、有害な損傷、変形及び沈下が生じ

   ないことを確かめてください。（平成 13 年国土交通省告示第 1113 号）

   （2007 年版　建築物の構造関係技術規準解説書　参照）

・地盤調査位置と工作物設置位置に距離がある場合は、その判断の記載

・地盤改良を行うのであれば施工計画書を添付ください。

・屋上広告物の場合、既存建築物に看板重量が考慮されている事がわかる計算書の抜粋が必要です。

　※建築物設計時に考慮していなかった設備機器などが、現状では設置されている場合が多々ございます。その

　　重量を含めた総重量でも余裕があることが確認できるものを添付ください。
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計算書



・ボーリングデータ、SS 試験データ、近隣データのいずれか提出ください。

　→近隣データでの設計を行った場合、着工前にどのように地耐力（支持層）を確認するか図面に記載ください。

・地盤調査位置図の添付願います。

・支持層に埋土、盛土は、原則不可です。地耐力を期待できる地層を支持層としてください。

　→ただし、当該広告物設置位置にて平板載荷試験を行った場合は、その試験結果で判断させて頂きます。
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地盤データ等


